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認印 捨印

２名以上の方が手続をする場合は、人数分印刷し、ご署名ご捺印下さい。

申　立　人

裁　判　所

事　件　名　　　相　続　放　棄　申　述　受　理　申　立　事　件

上記事件について、申立人手続代理人としてする一切の件

お　電　話　番　号

を含む。）の申立て又は法２７９条１項若しくは法２８６条１項の異議

前項の抗告（即時抗告を含む。）、申立て又は異議の取下げ

審判に対する即時抗告、法９４条１項（法２８８条において準用する

場合を含む。）の抗告、法９７条２項（法２８８条において準用する場合

上記の者を代理人と定め、下記事項を委任する。

委　　任　　状

埼玉県川口市並木二丁目３７番２号

弁　護　士　　　松　　本　　　淳

川　口　市　民　法　律　事　務　所

これより上の欄には記入の必要はありません。

前項の申立ての取下げ

家事事件手続法（以下「法」という。）２６８条１項若しくは法２７７条

１項１号の合意、法２７０条１項に規定する調停条項案の受諾又は

法２８６条８項の共同の申出

委任事項

事　件

ご　　　住　　　所

ご　　　署　　　名

委　　任　　者　　（　相 続 放 棄 申 述 受 理 申 立 人　）

※スタンプ式印鑑は不可

代理人の選任

以　上


